入札参加業者　各位
福　岡　県
適正な労働条件の確保及び
適正価格による下請契約に関する取組について

昨今の労務費、原材料費等の上昇が続く中、公共工事の品質確保と中長期的な担い手の育成・確保のためにも、コスト増加分を工事請負費に適切に反映する価格転嫁が必要となっています。
このため、本県が発注する建設工事では従来、契約に当たり適正な労働条件の確保に関する誓約書の提出をいただいていたところですが、令和８年４月１日以降に入札公告等を行うものについては、適正価格による下請契約に関する特記事項の追加を行い、下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご留意願います。

記

１　工事請負契約書へ「適正な労働条件の確保に関する特記事項」に加え
「適正価格による下請契約に関する特記事項」を追加
従来の労働関係法令の遵守及び最低賃金額以上の賃金支払を求める「特記事項」に加え、下請契約の締結にあっては当該下請負人から提出された見積書を考慮、尊重して資材費や必要経費等を適正に含んだ額により締結することを新たな「特記事項」として工事請負契約書（１００万円未満は請書）に追加します。
（１次下請以降の再下請契約においても同様の特記事項追加を求めます）

２　改正「誓約書」の提出
追加特記事項の遵守を確実にするため、従来提出いただいていた「誓約書」を改正し、追加特記事項の遵守についての誓約を契約条件とします。
（各下請業者からも同様の誓約書を徴し保管することを元請業者に求めます）

３　下請業者への指導等
下請業者に対する特記事項の遵守の指導等必要な措置を元請業者に求めます。

４　労働基準監督署や地方整備局から指導等があった場合の報告
労働基準監督署や地方整備局から最低賃金法違反についてや建設業法違反等に関する指導等を受けた場合は、県にその旨及び対応方針の報告を求めます。
（各下請業者が受けた場合は元請業者に県への報告を求めます）

５　違反者に対する契約の解除
以下に該当する場合は、契約解除を行うことがあります。
・県が求めた報告を行わない場合や虚偽の報告を行った場合
・最低賃金法違反で送検された場合
（各下請業者が違反した場合は下請契約の解除を求めます）

【運用開始日】
令和８年４月１日以降に｢入札公告｣や｢指名通知｣等を行うものから適用します。
